
i 

もくじ 

 

第１章 計画の策定にあたって / 1 

 

１ 計画の策定について   1 

２ 計画の性格   2 

３ 計画の期間   3 

４ 計画の策定方法   3 

(1) 計画の策定体制 ······················ 3 

(2) ニーズ等の把握 ······················ 3 

(3) パブリックコメントの実施 ············ 4 

 

 

第２章 障がいのある人等の状況 / 5 

 

１ 小牧市の概要   5 

(1) 人口の推移 ·························· 5 

(2) 障がいのある人の全体数 ·············· 6 

２ 障がいの種類別の状況   6 

(1) 身体障害者手帳所持者 ················ 6 

(2) 療育手帳所持者 ····················· 10 

(3) 精神障害者保健福祉手帳所持者 ······· 11 

３ 難病患者等   12 

４ 発達障がい   13 

５ 障害支援区分   14 

 

 

第３章 現状・課題と第３次計画における取り組み / 15 

 

 

第４章 基本理念等 / 21 

 

１ 基本理念   21 

２ 基本的な考え方   22 

(1) 障害者権利条約の考え方の普及 ······· 22 

(2) 社会参加のしやすさの向上 ··········· 22 

(3) 地域生活、自立した生活の実現 ······· 22 

(4) 地域包括的支援体制の構築 ··········· 23 

(5) 障がいのある児童の健やかな育成 ····· 23 

３ 計画の体系   24 

 

 

第５章 重点施策 / 25 

重点施策❶ 権利擁護の推進   25 

重点施策❷ 地域生活支援拠点の充実   27 

重点施策❸ 相談支援の充実   29 

 

 



ii 

第６章 分野別施策の方向 / 31 
 

１  障がいのある人の  権利を守ります    31 

(1) 権利擁護支援の推進 ················· 32 

(2) 障がいに関する理解の促進 ··········· 32 

(3) 差別解消の推進 ····················· 32 

(4) 虐待の防止 ························· 32 

２  障がいのある人の  生活を守ります   34 

(1) 地域生活支援拠点の整備 ············· 35 

(2) 障がい福祉サービス（訪問・日中活動

系）等の充実 ························· 35 

(3) グループホームの整備促進 ··········· 35 

(4) 手当の支給等 ······················· 35 

(5) 福祉人材の確保 ····················· 35 

３  障がいのある人の  就労を支援します   37 

(1) 事業所の理解促進 ··················· 38 

(2) 就労施設への支援 ··················· 38 

(3) 障がい者雇用の推進 ················· 38 

４  障がいのある人の  療育を支援します   40 

(1) ネットワークの構築 ················· 40 

(2) 障がい児相談・早期療育の充実 ······· 41 

(3) サービスの質の向上 ················· 41 

(4) 子ども・子育て支援における障がい児

の受け入れ推進 ······················· 41 

(5) インクルーシブ教育の推進 ··········· 42 

(6) 学校との連携 ······················· 42 

(7) 子育て世代包括支援センター ········· 42 

 

５  障がいのある人の  地域医療を確保します   43 

(1) 医療費の助成 ······················· 43 

(2) 地域での医療の確保 ················· 43 

(3) 医療的ケア児等の支援 ··············· 44 

(4) 難病患者への支援 ··················· 44 

(5) 精神障がい者等の地域移行 ··········· 44 

６  障がいのある人の  社会参加を促進します   45 

(1) 意思疎通支援の充実 ················· 46 

(2) スポーツ大会の開催 ················· 46 

(3) 文化芸術活動への取り組み ··········· 47 

(4) 余暇活動の場の確保 ················· 47 

(5) 外出支援 ··························· 47 

(6) 社会参加のしやすさの向上 ··········· 47 

(7) 地域福祉活動の推進 ················· 48 

７  障がいのある人の  環境を整備します   49 

(1) 公共施設等のユニバーサルデザイン化 ··· 50 

(2) 緊急時の対応 ······················· 50 

(3) 災害対策 ··························· 50 

(4) 災害時の支援体制の構築 ············· 50 

８  障がいのある人の  相談支援を充実します   52 

(1) 相談支援体制の充実 ················· 52 

(2) 相談員の質の向上 ··················· 52 

(3) 相談先の周知 ······················· 53 

(4) 小牧市自立支援協議会の充実 ········· 53 

 

 

 



iii 

計画の推進 / 55 

 

１ 計画の推進体制    55 

(1) 小牧市障害者自立支援協議会 ········· 55 

(2) 庁内体制  ·························  55 

２ 計画の広報と地域福祉の推進    55 

３ 圏域、県との協力    55 

４ 共生型サービスの円滑な導入    56 

５ 計画の進捗管理と評価    56 

 

 


